
4 2022．11．1 新型コロナウイルス感染防止のため、催し・講座等に参加の際は、検温・手洗い・マスク着用などの感染症対策をお願いします

お知らせお知らせ
自由民権資料館　常設展リニューアル
自 由 民 権 運 動 と 町 田
　自由民権運動についてより分かり
やすく紹介するため、常設展をリニ
ューアルし、１１月３日㈷から「自由民
権運動と町田」を公開します。
開館時間午前９時～午後４時３０分休
館日月曜日（祝休日の場合は火曜
日）、１２月２８日～１月４日場同館常設
展示室
問同館☎☎７３４・４５０８
町田市消防団が
火 災 予 防 広 報 を 実 施 し ま す
　秋の火災予防運動期間中に、市内全
域で消防車両による巡視広報を行い、
火の取り扱いへの注意を呼び掛けま
す。ご理解ご協力をお願いします。
日１１月１２日㈯午前８時～午後９時
○消防団員募集中
　共に地域を守る消防団員を募集し
ています。詳細はお問い合わせくだ
さい。
問防災課☎☎７２４・３２５４
１１月１１日～１７日は
税 を 考 え る 週 間
　「税を考える週間」は、皆さんに租
税の意義や役割、税務行政に対する
知識と理解を深めていただくことを
目的に毎年実施しています。期間中、
市内の小・中学生による税に関する
作品（絵はがき・作文・標語・書道）の
一部を展示します。詳細
は市ＨＰ（右記二次元コー
ド）をご覧ください。
日１１月１１日㈮～１７日㈭、午前８時
３０分～午後５時（１２日を除く）／１３
日は日曜開庁日のため開場します場

みんなの広場（市庁舎１階）
【関連イベント】
●税理士による無料個別相談会　１
組（２人以内）当たりの相談時間は６０
分程度です。来場者多数の場合は整
理券を配布します。
日１１月１２日㈯午前１０時～午後４時
場ぽっぽ町田地下１階会議室２
●税理士による相続・贈与セミナー
日１１月１２日㈯、午前１０時３０分～正
午、午後１時３０分～３時場ぽっぽ町田
地下１階会議室１定各１５人（先着順）

◇
問展示について＝市民税課☎☎７２４・
３０６７、相談会・セミナーについて＝
東京税理士会町田支部☎☎７２９・０７７７

ひとり親家庭等への医療費助成制度
　ひとり親家庭またはそれに準ずる
家庭に対して、医療費を助成します。
下記の手続きは、いずれも各市民セ
ンター等では受け付けできません。
〇該当する方は申請を
対１８歳に達する日の年度末までの
間にある児童（一定の障がいがある
場合は２０歳未満）を現に扶養してい
る、次のいずれかに該当する方　①
ひとり親家庭の父または母②父また
は母が配偶者からの暴力（ＤＶ）で裁
判所からの保護命令が出された家庭
③父または母に一定の障がいがある
家庭④父または母が１年以上拘禁、
または児童の養育義務を放棄してい
る家庭⑤両親がいない児童を養育し
ている養育者助成の範囲医療機関で
支払う保険診療の自己負担分を助成
（住民税が課税されている世帯は一
部負担金有り）／申請者及びその扶
養義務者（同居の父・母など）の所得
制限があります。所得限度額や申請
に必要な書類等の詳細は、お問い合
わせください。

〇現況届（更新手続き）について
　令和４年度の児童扶養手当現況届
をご提出済みの方については、ひと
り親家庭等医療費助成制度の現況届
を省略できます。なお、公的年金受給
等の理由で児童扶養手当を受給して
いない方や児童扶養手当現況届が未
提出の方には、１０月末に現況届の用
紙を送付しました。１１月１４日㈪ま
でに同封の返信用封筒で子ども総務
課へ郵送してください。
〇申請事項が変わった際は
　住所・お使いの健康保険証・同居の
方の異動等、子ども総務課に届け出
た内容に変更があった場合は、必ず
変更届のご提出をお願いします。
問子ども総務課☎☎７２４・２１４３
子育て世帯を対象に
市民住宅の入居者を募集します
　入居世帯には、入居日から３年間家
賃を一定額減免します。
詳細は市ＨＰ（右記二次元
コード）をご覧ください。
対次のすべての要件を満たす世帯　
①中学生以下の子どもがいる②世帯
の 月 額 所 得（ 各 種 控 除 後 ）が
１５万８０００円以上４８万７０００円以下
である申込期限１１月１５日まで（必
着）
問住宅課☎☎７２４・４２６９

エネファームを設置する方に 
奨 励 金 を 給 付 し ま す
　２０２２年度内に家庭用燃料電池シ
ステム（エネファーム）を自宅に設置
する方に対し、奨励金を給付します。
詳細は市ＨＰをご覧ください。

対市内在住の方／申請日時点で市内
に転入予定の方は、２０２２年度内に町
田市に住民登録を行う必要がありま
す奨励金額３万５０００円定３８人（抽
選）申申請書（市ＨＰでダウンロード）
を１１月３０日までに郵送（必着）また
はメールで環境政策課へ。
問環境政策課☎☎７２４・４３８６
募集します
技能功労者・永年勤続従業員の表彰者
　市と町田商工会議所では、技能功労
者と永年勤続従業員を表彰しています。
①技能功労者の推薦基準
対主として、市内で技能的職業に従
事し、市内に引き続き５年以上居住し
ており、経験年数２５年以上、年齢が
５０歳（２０２２年１０月１日現在）以上で、
優れた技能を持ち、徳行が著しく、後
進の模範となっている方／過去に同
一の表彰を受けた方は対象外です。
②永年勤続従業員の推薦基準
対市内の同一の中小企業に勤務し、
勤続年数が、１０年以上、２０年以上、
３０年以上（いずれも２０２２年４月１日
現在）の方／過去に同一年の表彰を
受けた方は対象外です。

◇
申各推薦基準を参照のうえ、推薦書
（両提出場所に有り、市Ｈ
Ｐ〔右記二次元コード〕で
ダウンロードも可）を１１
月３０日までに、①原則郵送（消印有
効）で産業政策課（〒１９４－８５２０、
森野２－２－２２）へ②ＦＡＸで町田商
工会議所（返７２９・２７４７）へ。
問産業政策課☎☎７２４・２１２９、同会議
所☎☎７２２・５９５７

ご意見を募集します
①（仮称）町田市パートナーシップ宣
誓制度及び（仮称）町田市性の多様性
を尊重し誰もが安心して暮らせる社
会づくり条例（素案）� �
問男女平等推進センター☎☎７２３・
２９０８
　市では、性の多様性に関する社会
的な理解の促進に向けて、パートナ
ーシップの関係にある同性カップル
からの宣誓を市が証明する｢(仮称)
町田市パートナーシップ宣誓制度｣
の導入を予定しています。またこの
制度導入に合わせ、性的マイノリテ
ィの方の困りごとや生きづらさを軽
減することにより、誰もが安心して、
多様な生き方を選択できる社会をめ
ざして、｢(仮称)性の多様性を尊重し
誰もが安心して暮らせる社会づくり
条例｣を制定したいと考えています。
②森野住宅周辺地区まちづくり構想
（案）� �
問都市政策課☎☎７２４・４０７７
　市では、中心市街地の一部である森
野住宅周辺地区のまちづくりを進める
ため、２０２１年から土地や建物をお持
ちの方を対象にまちづくり勉強会を開
催してきました。このたび、「森野住宅
周辺地区まちづくり構想（案）」を取り
まとめましたので、ご意見を募集しま
す。お寄せいただいたご意見を踏まえ
て検討を行い、１２月中に「森野住宅周
辺地区まちづくり構想」を策定・公表す

る予定です。
◇

資料の閲覧・配布市政情報課・広聴課
（市庁舎１階）、男女平等推進センタ
ー（町田市民フォーラム３階）、各市
民センター、各連絡所、生涯学習セン
ター、各市立図書館、町田市民文学
館、②のみ＝都市政策課（市庁舎８
階）
※各窓口で開所日時が異なります。
※市ＨＰでもご覧いただけます。
意見等の提出方法①１１月３０日まで
に、直接、郵送（必着）、ＦＡＸ、メール
で男女平等推進センター（〒１９４－
００１３、原町田４－９－８、町田市民フ
ォーラム３階、☎☎７２３・２９０８、返７２３
・２９４６墳ｍｃｉｔｙ５８５０＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉ
ｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ②書面（様式は自
由）に「意見募集」と書き、住所・氏名
・電話番号を明記し、１１月２日～２２
日に直接、郵送（消印有効）、ＦＡＸま
たはメールで都市政策課（〒１９４－
８５２０、森野２－２－２２、返０５０・
３１６１・５５０２墳ｍｃｉｔｙ５５５０＠ｃｉｔｙ．
ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）へ。
※資料を配布している窓口へ提出も
できます。
※意見提出の注意事項等の詳細は、
各担当課へお問い合わせください。な
お、寄せられたご意見の概要及び市の
考え方は、個人情報を除き、①１月中②
１２月ごろに市ＨＰ等で公表予定です。

「キラリ☆町田私の好きなお店大賞２０２２」 
投票受付中！

問町田商工会議所☎☎７２２・５９５７、町田市産業政策課☎☎７２４・３２９６

　「キラリ☆町田私の好きなお店
大賞」では、市内商業の活性化を目
的として、個性ある魅力的な店づ
くりに意欲的に取り組んでいるお
店を表彰しています。
　現在、２０２２年度の受賞候補店舗
を選ぶ投票を受け付けています。投
票いただいた方の中から抽選で２０
人に、お店大賞受賞店舗で使える１万
円分の商品券を差し上げます。皆さ
んからの投票をお待ちしています。
　なお、大賞は投票の多かった上
位の店舗を実行委員会で審査のう
え、決定します。

投票方法あなたの好きなお店・住
所・氏名・電話番号・年齢・「町田私
の好きなお店大賞」の応募を何で
知ったかを明記し、１２月３１日まで
（消印有効）にハガキまたはＦＡＸで
町田商工会議所「町田私の好きな
お店大賞」係（〒１９４－００１３、原町
田３－３－２２、返７２９・２７４７）へ（同
会議所ＨＰ〔右記二次元
コード〕で投票も可）。
※投票は１人１回のみ、
小売業・飲食業・サービス業の各１
店舗を記入してください（重複投
票は無効）。

各日先着１００人に記念品をプレゼント！
市内各地でマイナンバーカードの申請を受け付けます

問市民課☎☎８６０・６１９５

　当日、会場で申請用写真を無料
で撮影し、その場でカードの申請
ができます。なお、カードの発行に
は２か月程かかります。
対市内在住で、マイナンバーカー
ドの申請をしたことがない方日①
１１月５日㈯②１１月６日㈰③１１月
１２日㈯④１１月１３日㈰、午前１０時
～午後５時場①②小田急百貨店町
田店６階エスカレーター脇レスト
スペース（原町田６－１２－２０）③
④ままともプラザ町田１階エレベ
ーター前（旭町１－２４－１）

【マイナポイントの付与対象とな
るマイナンバーカードの申請期限
が１２月３１日まで延長されまし
た】� �
　マイナンバーカードと民間のキャ
ッシュレス決済サービスとの連携で
マイナポイントを付与する、マイナ
ポイント事業第２弾について、申請期
限が延長されました。
※マイナポイント事業第２弾につい
ては、国のマイナポイント事業ＨＰを
ご覧いただくか、マイナンバー総合
フリーダイヤル（錆０１２０・９５・０１７８）
へお問い合わせください。


